
平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
七
号

農
業
改
良
資
金
融
通
法
施
行
規
則

農
業
改
良
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
四
条
及
び
第
七
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
改
良
資
金
助
成
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
九
年
農
林
省
令
第
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

農
業
改
良
資
金
融
通
法
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
個
人
に
あ
っ
て
は
氏
名
及
び
住
所
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
、
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
三
日
農
林
水
産
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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